
小牧市専決第１１号 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

令和５年１１月２７日専決 

 

 

小牧市長 山 下 史守朗      

 

 

令和５年度小牧市一般会計補正予算（第９号） 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13,519 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 62,212,074 千円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 



第１表 歳入歳出予算補正  

 

 

歳 入  

款 項 補正前の額 補正額 計 

17 国庫支出金 

 千円 

8,420,688 

千円 

13,519 

千円 

8,434,207 

 2 国庫補助金 1,498,125 13,519 1,511,644 

歳 入 合 計 62,198,555 13,519 62,212,074 

 

 

歳 出  

款 項 補正前の額 補正額 計 

 3 民生費 

 千円 

24,899,147 

千円 

13,519 

千円 

24,912,666 

 1 社会福祉費 9,060,414 13,519 9,073,933 

歳 出 合 計 62,198,555 13,519 62,212,074 

 

 



 

 

 

 

 

 

令和５年度 
 

 

補正予算に関する説明書 
 

 








